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規規 則則

生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成27年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第52号

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和57年宮崎県規則第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（備付書類）

第２条 宮崎県行政機関設置条例（平成11年宮崎県条例第37号）第

３条に規定する福祉こどもセンター、同条例第４条に規定する福

祉に関する事務所及び西臼杵支庁設置条例（昭和24年宮崎県条例

第52号）第１条に規定する西臼杵支庁の長（以下「福祉事務所長

」という。）は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常

にその記載事項を整理しておかなければならない。

（１）～（４） ［略］

２ ［略］

（入所等依頼書）

第12条 法第30条第１項ただし書の規定により被保護者を救護施設

、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこ

れらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託すると

きは、入所等依頼書（別記様式第27号）により依頼するものとす

る。

別記

様式第１号（第２条関係）

（表面）

［略］

（備付書類）

第２条 宮崎県行政機関設置条例（平成11年宮崎県条例第37号）第

３条の規定により設置した福祉こどもセンター、福祉事務所及び

西臼杵支庁の長（以下「福祉事務所長」という。）は、被保護者

につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理して

おかなければならない。

（１）～（４） ［略］

２ ［略］

（入所等依頼書）

第12条 法第30条第１項ただし書の規定により被保護者を救護施設

、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこ

れらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託すると

きは、入所等依頼書（別記様式第27号）により依頼するものとす

る。

別記

様式第１号（第２条関係）

（表面）

［略］
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［略］

（裏面）

［略］

様式第10号（第３条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第25号（第10条関係）

［略］

（参考）

［略］

民法（抜粋）

第 877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があ

る。

２ 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場

合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせる

ことができる。

［略］

様式第45号（第22条関係）

［略］

あなたに対する生活保護の実施について、生活保護法第62条第

３項の規定に基づく処分を行う予定ですが、この処分を行うに当

たり同条第４項の規定による聴聞を下記のとおり実施するので、

出席の上、弁明及び有利な証拠の提出をされるよう通知します。

なお、正当な理由なく出席されないときは、生活保護法第62条

第３項の規定に基づく処分を行うことがあります。

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第10号（第３条関係）

（表面）

［略］

［略］

（裏面）

［略］

様式第25号（第10条関係）

［略］

（参考）

［略］

民法（抜粋）

第 877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある

。

２ 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場

合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせるこ

とができる。

［略］

様式第45号（第22条関係）

［略］

あなたに対する生活保護の実施について、生活保護法第62条第

３項の規定に基づく処分を行う予定ですが、この処分を行うに当

たり同法第４項の規定による聴聞を下記のとおり実施するので、

出席の上、弁明及び有利な証拠の提出をされるよう通知します。

なお、正当な理由がなくて出席されないときは、生活保護法第

62条第３項の規定に基づく処分を行うことがあります。

［略］
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［略］保護を受けたい者の住所又は居所

性

別

個人
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［略］保護を受けたい者の住所又は居所
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ふ り が な
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家
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の
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［略］

［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用す

ることができる。

告告 示示

宮崎県告示第 768号

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第20条

第１項の規定により、次のとおり特定行為業務を行おうとする者の

登録をした。

平成27年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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登 録

年月日

登 録 特 定 行 為 事 業 者事 業 所
登 録

番 号 主たる事務所
の 所 在 地

名 称所 在 地名 称

平成27年12月１日
宮崎市清武町加納１丁
目29番地２

医療法人社団凌雲会
宮崎市清武町加納２丁
目51番地１

住宅型有料老人ホーム
加納の里すずらん

451000163

公公 告告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成27年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイレックス三股店

北諸県郡三股町大字樺山4963番１ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社エーコープみやざき 代表取締役 新森雄吾

宮崎市花ケ島町鴨の丸 829番地１

３ 変更する事項

茨 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社エーコープみやざき 代表取締役 羽田

正治

宮崎市花ケ島町鴨の丸 829番地１

（変更後）株式会社エーコープみやざき 代表取締役 新森

雄吾

宮崎市花ケ島町鴨の丸 829番地１

芋 大規模小売店舗の名称

（変更前）Ａ・コープ三股店

（変更後）ダイレックス三股店

鰯 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社エーコープみやざき 代表取締役 新森

雄吾

宮崎市花ケ島町鴨の丸 829番地１

（変更後）ダイレックス株式会社 代表取締役 貞方宏司

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地

４ 変更の年月日

茨 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

平成26年６月30日

芋 大規模小売店舗の名称

平成27年11月13日

鰯 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成27年11月13日

５ 変更する理由

茨 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

代表者交代のため

芋 大規模小売店舗の名称

テナント入替のため

鰯 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

テナント入替のため

６ 届出年月日

平成27年12月１日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成27年12月14日から平成28年４月14日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成27年12月14日から平成28年４月14日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成27年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイレックス三股店

北諸県郡三股町大字樺山4963番１ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社エーコープみやざき 代表取締役 新森雄吾

宮崎市花ケ島町鴨の丸 829番地１

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

臼 駐車場の位置及び収容台数
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（変更前）建物敷地南側（駐車場№１） 22台

建物敷地外東側（駐車場№２） 108台

合計 130台

（変更後）建物敷地南側（駐車場№１） 27台

建物敷地外東側（駐車場№２） 109台

合計 136台

渦 駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）建物敷地南側 43台

（変更後）建物南側 43台

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

臼 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）午前９時から午後９時30分まで

（変更後）午前９時から午後10時まで

渦 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前８時30分から午後10時まで（駐車場№１、

２）

（変更後）午前８時30分から午後10時30分まで（駐車場№

１）

午前８時30分から午後10時まで（駐車場№２）

嘘 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）午前６時から午前10時まで（荷さばき施設№１

）

午前６時から午後６時まで（荷さばき施設№２

）

（変更後）午前６時から午後10時まで（荷さばき施設№１

、２）

４ 変更する年月日

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

平成28年８月２日

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

平成27年12月２日

５ 変更する理由

テナント入替のため

６ 届出年月日

平成27年12月１日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成27年12月14日から平成28年４月14日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成27年12月14日から平成28年４月14日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第１項の規定に

より、中津留地区県営土地改良事業（日南市、県営経営体育成基盤

整備事業）に係る換地計画を定めた。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成27年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

策定に係る換地計画書の写し

２ 縦覧期間

平成27年12月14日から平成28年１月19日まで

３ 縦覧場所

日南市役所

４ その他

この公告に係る換地計画（以下「この計画」という。）に対し

て不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日

以内に、宮崎県知事に対して異議申立てをすることができる。

また、異議の申立ての決定に対して不服があるときは、当該決

定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、宮

崎県を被告として（宮崎県知事が被告の代表者となる。）、当該

決定に対する取消しの訴えを提起することができる。

なお、土地改良法第89条の２第４項において準用する同法第87

条第10項の規定により、この計画についての異議申立てに係る決

定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

病院局公病院局公告告

入札公告

一般競争入札を下記のとおり実施する。

平成27年12月14日

県立宮崎病院長 菊 池 郁 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 購入物品及び数量 自動採血管準備システム 一式（設置に

必要な工事を含む。）

芋 購入物品の特質等 入札説明書による。

鰯 納入期限 平成28年３月23日

允 納入場所 入札説明書による。

印 入札方法 茨の購入物品について入札を実施する。落札決定

に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８

に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この入札に参加する資格を有する者は、次の各号をすべて満

たす者とする。

ア 平成27年宮崎県告示第 137号に規定する資格を有する者で

、営業種目が医療・理化学機器類のものであること。

イ 薬事法（昭和35年法律第 145号）第39条第１項の規定によ

る高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者である

こと。

ウ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

エ 納入する物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサ
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ービスを契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者で

あること。

オ 宮崎県知事からの物品の買入れ等の契約に係る競争入札の

参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第

93号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受

けていないこと。

なお、すでに入札参加の申し出を行っている者は、指名停

止を受けたときから入札に参加することはできない。

カ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づ

く再生手続開始の申立て（以下これらを「申立て」という。

）がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基

づく更生手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす

。

芋 入札に参加しようとする者は、茨イ、ウ及びエの資格要件を

満たすことを証明できる書類を平成27年12月21日までに県立宮

崎病院医事・経営企画課に提出しなければならない。ただし、

上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当該書類を

随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が入札に間に合

わないことがある。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは

、これに応じなければならない。

３ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

宮崎市北高松町５番30号

郵便番号 880湿8510 電話番号0985（24）4181

芋 期間 平成27年12月14日から平成27年12月24日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

４ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

芋 期間 平成27年12月14日から平成27年12月24日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

５ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

芋 提出期限 平成27年12月24日午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に限る

。）によること。

６ 開札の場所及び日時

茨 場所 県立宮崎病院２階中会議室

芋 日時 平成27年12月25日午前10時00分

７ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県病院局財務規程（平成18年宮崎

県病院局企業管理規程第15号）第81条の規定による。

８ 入札の無効に関する事項

宮崎県病院局財務規程第 107条に規定する入札は、無効とする

。

９ 落札者の決定方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

10 契約に関する事務を担当する部局等

県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

宮崎市北高松町５番30号

郵便番号 880湿8510 電話番号0985（24）4181

11 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

12 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

13 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

AutomaticTestTubePreparationSystem1set

芋 TimeLimitforTender:5：00p.m.24December,2015

鰯 Contactpointforthenotice:MedicalAffairs,Manage-

ment,andPlanningDivision,PrefecturalMiyazakiHospi-

tal,5-30KitatakamatsuchoMiyazaki-City,Miyazaki,880-

8510Japan.TEL:0985-24-4181

入札公告

一般競争入札を下記のとおり実施する。

平成27年12月14日

県立宮崎病院長 菊 池 郁 夫

１ 競争入札に付する事項

茨 購入物品及び数量 一般Ｘ線撮影装置 一式（設置に必要な

工事を含む。）

芋 購入物品の特質等 入札説明書による。

鰯 納入期限 平成28年３月23日

允 納入場所 入札説明書による。

印 入札方法 茨の購入物品について入札を実施する。落札決定

に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８

に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは

、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この入札に参加する資格を有する者は、次の各号をすべて満

たす者とする。

ア 平成27年宮崎県告示第 137号に規定する資格を有する者で

、営業種目が医療・理化学機器類のものであること。

イ 薬事法（昭和35年法律第 145号）第39条第１項の規定によ

る高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者である

こと。

ウ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

エ 納入する物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサ

ービスを契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者で

あること。

オ 宮崎県知事からの物品の買入れ等の契約に係る競争入札の

参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第

93号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受

けていないこと。

なお、すでに入札参加の申し出を行っている者は、指名停

止を受けたときから入札に参加することはできない。

カ 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づ
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く再生手続開始の申立て（以下これらを「申立て」という。

）がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基

づく更生手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす

。

芋 入札に参加しようとする者は、茨イ、ウ及びエの資格要件を

満たすことを証明できる書類を平成27年12月21日までに県立宮

崎病院医事・経営企画課に提出しなければならない。ただし、

上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当該書類を

随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が入札に間に合

わないことがある。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは

、これに応じなければならない。

３ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

宮崎市北高松町５番30号

郵便番号 880湿8510 電話番号0985（24）4181

芋 期間 平成27年12月14日から平成27年12月24日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

４ 入札説明書の交付場所及び交付期間

茨 場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

芋 期間 平成27年12月14日から平成27年12月24日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。）

５ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

芋 提出期限 平成27年12月24日午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に限る

。）によること。

６ 開札の場所及び日時

茨 場所 県立宮崎病院２階中会議室

芋 日時 平成27年12月25日午前10時10分

７ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県病院局財務規程（平成18年宮崎

県病院局企業管理規程第15号）第81条の規定による。

８ 入札の無効に関する事項

宮崎県病院局財務規程第 107条に規定する入札は、無効とする

。

９ 落札者の決定方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

10 契約に関する事務を担当する部局等

県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当

宮崎市北高松町５番30号

郵便番号 880湿8510 電話番号0985（24）4181

11 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

12 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場

合、調達手続の停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

13 Summary

茨 Natureandquantityoftheproductstobepurchased:

RadiographicX-rayequipment1set

芋 TimeLimitforTender:5：00p.m.24December,2015

鰯 Contactpointforthenotice:MedicalAffairs,Manage-

ment,andPlanningDivision,PrefecturalMiyazakiHospi-

tal,5-30KitatakamatsuchoMiyazaki-City,Miyazaki,880-

8510Japan.TEL:0985-24-4181
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